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に^
,

-t〗

^:c
o
n
s
o
l
a
t
o
d
d
:
m
a
r
e

の
舊
貨
主
々
義
を

.廢
し
て

「

敵
船
敵
貨

j

の&
^

主
義
を 

採
用
し
た

る

と

裴

,1
;..:中

立

船

內
の
敵
貨
に
關
し
て
は

之

ょ

办

先

き

_

に「

中
立
船
中
立
：貨

J
Q
,

船

第
十I

I
S
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1
0
1
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論

；

ft
中
立
船
內
の
亂
貨
と
敵
船
內
め
冲
立
貨

.
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第十

3
锻

(

一
〇
四
〇

)

論
說
中
立
船
內
の
敵
貨
と
敵
船
內
の
中
立
贳

 

第
八
.

㈱

八
八

飾
主

_

を
條
約
上
に
承
認
し
た
る
を
以
て
敵
船
內

'-
0
中
立
貨
並
に
中
立
船

S

敵
貨
の
兩
遨 

を
通
じ
て
船
籍
主
義

の

-
般
に
流

«
す
る
に

，
M

bた
，る
を
見
る
可
し
。

而
し
て
船
籍
由
_
の 

货
主
々
義
に
比

3

で
辨
徵
と
す
る
所
は
凡
そ
左
の
三
點
に
歸
す
可
し
。

1

、
货
主
々
義
に
從

：

へ
ば
典
貨
物
の
持
主
の
國
性
が
中
立
な
う
や
將
た
敵
な

h

や
を
明
に 

せ
ざ
'る
可
か
ら

す

ビ

0

ネ
之
を
朋
に
す
る
に
往
冷
困
雛
な
る
の
み
な
ら
す
時
と
し
て
は 

，
傘
捕
を
免
か
れ
ん
か
瀉
め

‘
に

其

敵

，性

.
を

隱

蔽

す

を

も

の
な
き
に
非
ず
。
斯
る
場
合
に
は 

其
敵

.性
の
有
無
を
判
斷
す
る
；こ
：ヒ

.始
ど
：不
可
能
な
る
が
故
に
貨
主

_主

_

は

實

隙

の.實
用 

に
は
不
便
多
し
ど
云
は
ざ
る
可
か
ら
す
。
之
に
反
し
て
船
籍
虫
義
に

M
う
て
は
貨
物
は 

•
_3.
搭

ft
■せ
ら
る

>
#

M
.
.
の
.

®
■を
威
染
す
る

も

の
マ
し
爲
さ
れ
规

#

の
.敵

性
を
■ぬ
す
る
と 

^

と
に
依
て
其
連
命
を
決
せ
ら
る
、
も
の
に
し
て
貨
主
の
誰
な
う
や
は
問
ふ
所
に
非
ざ 

.
る
が
故
に
傘
補
潘
は
單
に
其
搭
載
船
舶
の
揭
揚
す
る
國
旗
の
如

H(

に
依
べ
捕
獲
權
の
有 

»

を
容
爲
に
_
_
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
是
れ
船
籍
主
義
の
貨
主
々
義
に
比
し
て
適
用 

上
、著
し
く
便
利
と
せ
ら
る

 

>
所
な
り

。

\

'

二
、
中
立
船
內
の
：敵
貨
に
關
し
て
貨
主
々
義
は
興
貨
物
の
當
然
傘
揃
沒
收
せ
ら
る

、
こ
と

を
認
む
る

.が
故
へ
に
：交
戰
國
は
之
を
利
用
し
て
戰
，時

.

立̂
：國
の
、海
上
通
商
に

.
■
し
•抑
制
妨 

害
を
加
ふ

乙

6
を

#

4
の
結
：果
、中
立
國
の
蒙
む
る
损
窖
は
甚
だ
大
な
ら
ざ
る
を
得
す
。
 

之
に
反
し
て
船
籍
主
譲
に
從
，へ

.
ば
中
立
船
內
の
貨
物
は
敵
貨
ビ
雖

Iも
其
，傘
捕
を
免
か
る

、

も
の
な
る
か
故
に
；中

」

立
通
商
は
海
上
に
於
て
交
戰
國
の
何
等
の
抑
制
妨
'寄
を
蒙
る

Z

.

. 

.

.

.
•
:■. 

- 

. 

' 

•
. 

.

と
な
く
自
曲
に
且
つ
公
然
行
は
る
、
の
結
果
•中
立
國
は
戦
，時
を
の
海

’上
質
易
の
繁
榮
を

. 

:

:
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 

• 

•

.

期
し
得
べ
き
笞
な

h
o
.

.

但

し

：中

立
'船
內
の
敵
貨
に
關
す
る
船
籍
主
義
即
ち
所
謂

「

自
由
船 

自
由
貨

」

の
原
則
は
十
七
世
紀
以
後
の

.諸
條
約
に
は
明
文
を
以
て
之
を
認
め
ら
る
、
に
拘 

は
ら
す
各
國
は
其
國
内
法
規
に
於
て

'依
然

W

し
て

Consolato 

del 

m
a
r
e

の
貨
主
：々
義

‘を
.採 

用
し

.た
る
を
以
^
實

 

久
し
く
行
は
る

A

i
ビ
な
か
り
し
爲
め
中
立

-國
の
，海
上
爾 

商
は
條
約
上
の
船
籍
主
義
に
侬
て
，は
何
等
の
利
益
を
享
有
す
る

.
こ
，？
な
か
ぅ
き
；。

尤
も
：

當
時
の

.戰
爭
に
在
，

b
:て

^

歐

洲

の'重
な
る
揮
上
一
國
は
，殆
ど

•悉
く
同
時

.，ね
：交
戰
國
た
り
し

■.
 

■ 

, 

. 

■
 

.

.
-

實
状
な
り
し
か
：故
に

' 
中
立
國
は
何
れ
も

‘
小
：弱
國
に
北

t 

b
r是
等
强
大
な
る
交

.

.職
國

< に
* 

し
て
其
中
立
通
商
の
權
利
々
益
を
有
效
に
主

'張
す
る
こ
と
痛
は
ざ
な
し
ょ

‘ぅ
一
層
家
戰

• 

國
を
し
て
勝
手
な
る
捕
獲
規
定
を
設
け
し
む
る
に
至
り

t
eる
こ
と
靈
れ
說
き
穴
る
所
の

热
十
看

' 

C

0P-
M

O

論

E

屮立船內の

•敵
¥
-敵

船

內

の

中

立

辑

m
<號

八

九



(

1

〇
四
ニ)

論

0

中
立
船
內
の
敵
货

W

敵
船
內
の
屮
立
貨
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八
號
九
〇

n

ン
o 

衣

L

.三
，
敵
船
內
の
中
立
货
に
關
す
る
貨
主
：々
義
は
中
立
國
の
通
商
上
、便
利
ヒ
し
た
る
所
な
る 

可
し
。
之
に

.反

し
て

船
籍
主

«

.
は「

敵
船
敵
貨

J

の
原
則
に
依

h

其
中
立
貨
は
傘
捕
沒
收
せ 

ら
る
、
も
の
：な

.
る
が
故
に
中
立
國
の
爲
め
に
は
不
便
不
利
な
る
制
度
た
$
し
に
相
違
な 

し
。
. '

然
れ
ど
も
戰
時
に
在
キ
て
中
立
通
商
の
期
す
る
所
は
主
ど
し
て
中
立
船
に
依
る
海 

二
上
貿

易

の
利
：益
に
外
：な
ら
ざ
る
が
故
に

「

敵
船
敵

'貨」

の
原
則
は
必
ず

し

も

中
立
國
の

®

:大 

な
る
.
苦
痛
と

3

た
る
：所
に
非
ざ
る
ビ
同
時
•に
交
戰
國
も
亦
こ
れ
に
依
て
中
立
通
商
を
破 

®

せ
ん
ビ
企
圖

U

た
る
も
の
に
非

^

り
き
。

十
七
世
紀
の
：初
年
に
認
め
：ら
れ
た
る

「

自
由
船
自
由
貨

j

の
原
則

'

及
，び
'其
後
半
期
の
初
年
に
初

め
て
採
用
せ
ら
れ
た
る

「

敵
船
敵
貨

0
原
則
は
十
，八

.世
紀
に
：入
り
て

一

層
一
般
に
承
認
採
擇
せ

■
 

.

.

ら
れ
た
る
.中
に
就
き
先
づ
屮
立
船
內

0

敵

:«
.に」

關
す
る
船
籍
主
義
の
流
行
に
就
て
論
述
せ
ざ

■ 

' 

. 

.

.

. 

- 

- 

. 

.

.

.

.

.

 

- 

.

. 

.

.

.

る
' 可
か
ら
ず
。ノ：

 

.

.

:■「

自
曲
船

■自
*

«」

の「

原
：則

:̂

梂
用
し
た
る
條
約
の
實
例
は
甚

K

多
く
僅
に
妈
の
例
外
を
除
く

の
外
、十
八
世
紀
を
逾
じ
て
諸
國
の
諸
條
約

&-

悉
く
此
原

 

る

も
の

な

h
v。
俠

へ
 

以

一

七

四
八
年
の
佛
、英
、蘭
三
國
の
巴

M
滌
約
の
如
き

I

七
六
三
年
の
’英
怫
條
約
の
如
き
一
七 

八
〇

年
、
英

國
を

除
く

の
外
，
|
1
\切
の
海
上
諸
國
に
依
て
調
印
せ
ら
れ
た
る

.武
装
中
立
の
條
約

g
 

I

s

1

七
八
三
年
の
苑
、邵
'西

 >
1

四
國

の
、
ヴ
工
ル
サ
ィ
ユ
條
約
も
し
く
は

一

七
八
六
年
の
英
佛 

通
商

^

^

?
の
如

S

皆
-
十
七
世
«
以
來
の
原
則
を
找
相
し
た
る
も
の
に
し
て
最
初
乙
れ
を
承
懿 

す

る

こ

ビ
を
货
せ
ざ
り
し
ビ
稱
せ
ら
る
、
英
國
も
右
の
諸
條
約
の
示
す
如
く
漱
次
一
般
の

r
 

行
に
從

a

al

に
新
典
の
米
國
も
亦
こ
れ
を
認
む
る
に
至
ぅ
て
船
微
主
義
は

一

層
を
の
®
川
を 

廣
め
た
る
を

見

る

可
し
。
十
九
世
紀
に
入

6
て
は
其
流
行
殊
に
®
に
し
て
僅
々
ニ
の
例
外
を 

除
く
の
外
、諸
國
の
餓
條
約
は
悉
く
之
を
梂

1|
'

]
し
遂
に
ー
八
五
六
年
四
月
十
六

^

の
3

3
说
宣
富 

に

至

り

て

之
を
現

-

2

の
國
際
法
上
の

®

則
と
確
認
せ
ら
れ
た

b

。
而
し
て
巴
母
宣
言
の
正
文 

は
既
に
前
に
别
州
し
た
る
所
の
如
し
。
，

(

註
一
四

)
1

七
八

0 ¥
1

央、米
'*

怫、
PM
叫
じ
戦
银
破
裂
す
る
や
鎔
國

'は
焚
、柳
、

M

H

gl:
ir
«
]
文
通
牒
か
这 

リ
て
中
立
船
内
の
敞
货
は
锬
制
品
を
除
く
の
外
、

^
戦
國

I:
依
つ
て
窣

fi
f
iせ
ら
れ
ざ
ろ
，；
ミ
^
々
 

の
海
戦
法

|:
關
す
る
五
的
搽
の
拟

11
|
1を
飧
緦
ぜ
ん
こ
ミ
も
要
求
し
时
邮
七
刀
及
ぴ
八
刀
に
於
て 

第
十
三
卷

(

1
0四三)

論

m

中立船

.内の敵

f

敵船內の中立货

 

第
八
城
九
一



站
十
三
®

2

0

四四

)

論訛中立船內の雕赏と敞船內の中立货

 

第

八

號

九

ニ
 

跽
闽
は
丁
比
及
ぴ
瑞
典
と
條
約
を
祜
、
び
武
カ

|:
侬
リ
娃
等
拟
則
の
货
行
か
强
制
せ
ん
ミ
誠
み

?; 

り。逛
れ
所
妈
奶
ー
武
魏

-巾立

」

な名

V

の
ド
し
て
翌
八
ー
年

"
蘭、#、塊
の
三
隨
こ

n

L

i

如
は
リ
以
後 

葡
硝

^

、兩

ブ

、
^

1

の

||
?

國

I

亦
此
聯
盟

|:
.

如
_
入
し
柳
、西、米
は
非
公
武

^

右
の
原
則
^
承
認
し 

f:
i

.斯
の
如
く
に
し
て
中
立
船
內
の
敵
貨
、に
關
す
る

「

自
由
船
自

tt
l
货」

の
船
籍
主
義
は
一
六
〇
四 

年
土
、耳
其

.皇
帝
ァ
：ク：メ
ッ

.ト
ー
世

i

佛
國
王
ァ
シ
リ
ー
四

il
l：
と
の
問
に
締
結
せ
ら
れ
た
る
以 

來
、十
七
、八、九
世
紀
を
通
じ
て
諸
國
間
に
維
持
せ
ら
れ
今
や
國
際
法
上
の
一
原
則
と
認
め
ら
れ 

In
本
も
亦
明
治
ユ
十
年
を
以
て
巴
里
宣
言
：に
加
入
し
た

!)
し
が
獨

?>
米
國
は
今

.に
至
る
も

0 

ほ
同
宣
言
に
、加
は
ら
ざ
る
が
故
に
同
國
は
恰
も

「

自
由
船
自
曲
貨

」

の
原
則
を
否
認
す
る
も
の
、
 

如
く
な
れ
ど
も
米
、國
が
巴
里
宣
言
に
加
盟
せ
ざ
る
は
典
建
國
以
來

0

主
：張
た
る
海
上
秘
有
財 

產
不
可
侵
の

_

8|
に
_

み
寧
ろ
巴
盥
宣
言
の
，規
定
を
以
て

.不
充
分
不
徹
底

S
爲
し
却
て
之
に 

飽
足
ら
ざ
る

ビ

す
る
の
意
味
に
於
て
自
ら
好
で
例
外
に
立
つ
も
の
な
る
が
故
に
其

Jf
p

sl
l

に
於 

て
は
決
し
て

「

自
曲
船
街
由
；第
の
原
則
を
排
す
る
も
の
に
非
ざ
る
な
り
。.否
な
米
國
は
其
ナ
九 

世

rt
l
の
前
年
に
巾
米
、南
米
の
諸

®
ビ

締
結
し
た
る
條
約
中
に
は
：此
新
原
則
を
承
認
し
た

る

幾 

多
の
實
例
あ
り
。

:

殊
に
一
是
等
の
諸
：條

約(;
於
て
此

'原
則
の
適

_甩
に
關
し
米
國
の
.示
し
た
る
一

"の
：特
異
な
る
先
例
は
^
後
二

'般
べ
に
梂
用
せ
ら
れ
現
に
國
際
條
約
の
通
則

S
認
め

ら

る
、

一
箇

條
，を

爲

す

も

の

ぁ
5
,
0;:
即
ち
此
，原
則
の
適
用
は
南
交
戰
國
が
之
を
承
認
す
る
場
合
に
於
て
の

. 

/ 

.

.,

.

.

.

.

.

.

.

.

み
^

效
な
る
可
し
ど
の
條
須
：是
れ
な

\

 

.例
へ
ば
一
八
：ニ
四
年
十
月
三
日
の
米
國

n 

口
ム
ビ 

ャ
雠
約
十
二
條
に

.
日

く

.

.然
れ
ど
も
本
：條
に
規
定
せ
ら
，る
、
所
の

「

國
旗
は
其

載

貨
を

庇
譏

す

可
し

」

ビ
の
明
文
は
此
原 

則
を

承

認

す

る

國
家
間
の
み
に
適
用

せ

ら

る

可
き
も
の
な

る

こ

S
を
懿
諾

す
。

故
に
兩

« 

监
.
國
の
ー
方
が
第

.
|
1
|國
と
開

_

:

し
他
方

.
が「

中
立
た

-
る
場
合
に

■

他

方

の

國

旗

が

交®!
國
の 

財

産

を

庇
®

す
る
は
該
交
戰
國
の
政
府
が
此

M

則
を

承

認

せ

る

場

A
"に
限
る
可
し
。

.
之
：
-
同
，一

の
规
定
は
翌
ー

1
:五

年

の

米

國

，ガ>
 

> テ
條
約
第
十
四
條
及
び
十
六
條
、

一

八
三
ニ

’ 

年
：の
米

■國
智
利
條
約
第

.十
’ニ
..條
及
び
十
三

.條
、三
六
年
の
米
國
秘
露
條
約
等
に
邡
入
せ
ら
る
、
 

所
に
し
て
後

1

八n
—

-外 

サ
ス
條
約
、四
三
年
及
び
四
六
年
の
佛
國

ヴ

エ
ネ
ゼ
ラ 

條
約
中
に
採
用
せ
ら

-れ
.た

&
と

^

ふ

f
f
i一
 

五)

？

蓋
し
交
戰
國
の

I
，
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反
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搭
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。
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條
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條
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梂
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ロ
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內
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見
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る
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の
貨
物
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を
傘
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せ
ら
る
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る
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船
內
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見
し
た
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中
立
船
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觸
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。
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右
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保
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の
國
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條
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條
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條
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條
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述
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